
外国人技能実習生の失踪を発生させないために

○ 賃金等の不払いなど，実習実施側の不適切な取扱い
○ 入国時に支払った費用の回収等，実習生側の経済的な事情

失踪の原因

○外国人に対してはあらかじめ業務内容をよく説明し，仕事内容について納得感をもっ
てもらうことが必要です。

雇用契約の締結時には技能実習計画は認定されていませんが，本邦に入国後に従事すること

となる実習内容を事前に把握しておくことが望ましいことから，技能実習生に対し予定される
技能実習における業務内容や修得等しようとする技能等の内容を説明することが望まれます。

○トラブルを未然に防ぎ、気持ちよく働いてもらうためにも、給料の仕組みや控除の理由
を丁寧に説明してください。
技能実習生に対し待遇を説明する際には，技能実習生の言語に対応する雇用契約書及び雇用

条件書を提示して説明してください。必要に応じて通訳をつけるなどした上で，内容を詳細に
説明し技能実習生の理解を得ることが望ましいと考えられます。その際，賃金については，総
支給額のみを説明するのではなく，控除される税金・社会保険料や食費・居住費等を徴収する
場合にはその金額や目的，内容等について丁寧に説明してください。

○異文化への理解を深め、お互いを尊重することで誤解が生じないようにすることが重
要です。相手も自分と同じ価値観や指向だろう、という前提に立たないことが大切です。

○文化等の違いから、指導やアドバイスをしただけのつもりでも、相手に嫌な気持ちをさ
せてしまうことがあるので、注意をして接するようにしましょう。

技能実習生の指導等に際しては，文化や言語の理解力等の違いなどから指導する側の意図に
反し誤って伝わってしまい，極めて深刻な結果となってしまうことがあります。このようなこ
とにならないためにも，日頃から個々の技能実習生の状況に十分配慮して，指導に際しても丁
寧な態度でコミュニケーションをとり，信頼関係の構築に努めることが必要です。
技能実習生への必要な指導等のつもりであったとしても，暴言や脅迫（例：指示に従わなけ

れば帰国させる旨の発言等），暴行（例：殴打，足蹴りを行う，工具で叩く等）といった行為
は当然ながら許されません。

失踪を発生させないために日頃から配慮していただきたいこと

○技能実習生等を対象に，制度概要や実習中に問題が起きた時の対処方法や相談先などを多言
語で紹介する動画を配信しています。入国前後の講習等様々な機会において積極的に活用願い
ます。

動画タイトル：外国人技能実習制度について（技能実習生・これから技能実習生になる皆様へ）
掲載リンク ：https://www.youtube.com/watch?v=XuvcuUfcQIY （日本語含め１０か国対応）
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広報用動画の配信（日本語含め１０か国語で対応）

https://www.youtube.com/watch?v=XuvcuUfcQIY

